
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
要
綱

第
一

公
共
施
設

地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
公
共
施
設
と
し
て

、
下
水
道
、
緑
地
、
広
場
、
河
川
、
運
河
及
び
海
岸
並
び
に
防
水
又
は
防
砂
の
施
設
を
規
定
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

第
二

認
定
市
町
村
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
都
市
公
園
の
維
持
等

認
定
市
町
村
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
都
市
公
園
の
維
持
等
と
し
て
、
都
市
公
園
法
施
行
令
第
五
条
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ

る
施
設
等
の
新
設
、
増
設
若
し
く
は
改
築
又
は
当
該
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
る
都
市
公
園
の
維
持
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

第
三

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
、
認

定
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
に
記
載
さ
れ
た
管
理
の
指
針
と
な
る
べ
き
事
項
に
適
合
し
て
行
う
行
為
及
び
法
令
又
は
こ
れ

に
基
づ
く
処
分
に
よ
る
義
務
の
履
行
と
し
て
行
う
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
四

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為



歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
と
し

て
、
都
市
計
画
施
設
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
者
が
そ
の
都
市
計
画
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
施
行
と
し
て
当
該
都
市

計
画
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
に
適
合
し
て
行
う
行
為
等
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
五

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
そ
の
他
の
行
為

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
契
約
に
基

づ
き
認
定
市
町
村
又
は
支
援
法
人
が
行
う
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
六

認
定
町
村
の
教
育
委
員
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
事
務
等

一

認
定
町
村
の
教
育
委
員
会
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
文
化
財
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
事
務
と
し
て
、
認
定
重
点
区
域
内
に

お
い
て
行
わ
れ
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
現
状
変
更
又
は
保
存
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
（
以
下
「
現
状
変
更
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
、
文
化
財
保
護
法
施
行
令
第
五
条
第
四
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
行
為
等
に
該
当
す
る
も
の
の
許

可
等
又
は
報
告
を
求
め
る
こ
と
等
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
規
定
す
る
こ
と
。

二

文
化
庁
長
官
は
、
一
の
事
務
を
認
定
町
村
の
教
育
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
事
務
の
内
容
等
を
明
ら
か

に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
認
定
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
（
そ
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
て



い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
当
該
認
定
町
村
の
教
育
委
員
会
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

公
園
管
理
者
の
権
限
の
代
行

認
定
市
町
村
が
公
園
管
理
者
に
代
わ
っ
て
行
う
権
限
は
、
都
市
公
園
の
台
帳
を
作
成
し
、
及
び
こ
れ
を
保
管
す
る
こ
と
等

以
外
の
公
園
管
理
者
の
権
限
の
う
ち
、
認
定
市
町
村
が
公
園
管
理
者
と
協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
八

認
定
市
町
村
の
長
が
都
市
緑
地
法
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
等

都
道
府
県
知
事
は
、
認
定
市
町
村
の
長
が
都
市
緑
地
法
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
は
、
事
務
の
内

容
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

第
九

地
区
施
設

法
第
三
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
と
し
て
、
道
路
又
は
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
の
公
共
空
地
を

規
定
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）



第
十

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
の
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針
に
そ
の
用
途
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
建
築
物
等

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
の
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
方
針
に
そ
の
用
途
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
建
築
物
等
と
し
て
、
地
域
の
伝
統
的
な
行
事
に
用
い
ら
れ
る
衣
服
、
器
具
そ
の
他
の
物
件
の
保
管
を
主
た
る
目

的
と
す
る
倉
庫
等
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

第
十
一

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
定
め
る
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制

限
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

第
十
二

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
す
る
行
為

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
す
る
行
為
と
し
て
、
建
築
物
等
の
移
転
等
を
規

定
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
十
三

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為

そ
の
他
の
行
為



歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
通
常
の
管
理
行
為
、
軽
易
な
行
為
そ
の

他
の
行
為
と
し
て
、
仮
設
の
建
築
物
等
の
新
築
、
改
築
、
増
築
又
は
移
転
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
土
地
の
区
画
形
質
の

変
更
等
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

第
十
四

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行

う
行
為
に
準
ず
る
行
為

歴
史
的
風
致
形
成
建
造
物
の
増
築
等
の
届
出
を
要
し
な
い
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
と
し

て
、
本
要
綱
第
四
に
規
定
す
る
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
関
係
）

第
十
五

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
そ
の
他
の
行
為

歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
届
出
を
要
し
な
い
そ
の
他
の
行
為
と
し
て
、
建
築
確
認
等

を
要
す
る
建
築
物
等
の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く
は
移
転
又
は
用
途
の
変
更
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
整

備
計
画
に
お
い
て
当
該
建
築
物
等
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
の
す
べ
て
が
条
例
で
こ
れ
ら
に
関
す
る
制
限
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
も
の
等
を
規
定
す
る
こ
と
。（

第
十
五
条
関
係
）



第
十
六

支
援
法
人
の
業
務
と
し
て
取
得
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
土
地

支
援
法
人
の
業
務
と
し
て
取
得
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
土
地
と
し
て
、
法
第
三
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
の
用

に
供
す
る
土
地
及
び
当
該
事
業
に
係
る
代
替
地
の
用
に
供
す
る
土
地
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
十
七

事
務
の
区
分

第
六
に
よ
り
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
法
定
受
託

事
務
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

第
十
八

そ
の
他

一

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）


